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●
ま
ち
の
美
化
に
ご
協
力
を
！
　

秋
の
ク
リ
ー
ン
作
戦

　
町
内
会
や
商
店
街
な
ど
地
域
ぐ

る
み
で
、
道
路
や
公
園
な
ど
の
清

掃
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

日
11
月
17
日
㈰
ま
で　
問
環
境
業

務
課
Ｔ
24
・
２
８
３
７

●
保
険
料
の
納
付
書
を
送
り
ま
す

　
期
限
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

年
金
か
ら
の
納
付
や
口
座
振
替
の

人
に
は
届
き
ま
せ
ん
。

送
付
時
期
＝
10
月
中
旬

①
後
期
高
齢
者
医
療
…
７
〜
９
期

　
（
10
月
〜
12
月
納
期
限
分
）

②
介
護
保
険
…
７
〜
９
期

　
（
10
月
〜
12
月
納
期
限
分
）

★
納
付
は
口
座
振
替
が

　
安
心
・
便
利
・
確
実
で
す

　
手
続
き
は
口
座
の
あ
る
市
内
の

金
融
機
関
で
。

問
①
国
保
年
金
課
ア
オ
Ｔ
39
・
２

３
１
７
②
介
護
保
険
課
ア
オ
Ｔ
39

・
２
２
４
５
、
各
支
所
地
域
振
興

・
市
民
生
活
課
（
栃
尾
支
所
は
市

民
生
活
課
）

●
原
子
力
発
電
施
設
等
周
辺
地
域

企
業
立
地
支
援
給
付
金

対
次
の
全
て
を
満
た
す
企
業
①
令

和
５
年
10
月
１
日
以
降
に
長
岡
・

越
路
・
小
国
地
域
に
製
造
業
な
ど

を
営
む
事
業
所
を
新
設
・
増
設
②

電
力
を
新
規
・
増
加
契
約
③
雇
用

者
が
３
人
以
上
増
加　
給
付
額
＝

支
払
っ
た
電
気
料
金
の
約
２
〜
５

割　
問
産
業
立
地
・
人
材
課
大
手

Ｔ
39
・
２
２
９
８

●
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
入
会

　
保
護
者
の
就
労
な
ど
で
、
昼
間
、

子
ど
も
の
見
守
り
が
で
き
な
い
家

庭
の
小
学
生
が
対
象
で
す
。

　
新
１
年
生
は
小
学
校
の
就
学
時

健
康
診
断
の
際
に
、
新
２
・
３
年

生
に
は
学
校
を
通
じ
て
案
内
し
ま

す
。
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
、

低
学
年
を
優
先
し
ま
す
。
児
童
・

家
庭
の
状
況
、
申
し
込
み
者
数
に

よ
り
、
入
会
の
可
否
を
決
定
し
ま
す
。

問
各
児
童
ク
ラ
ブ
、
子
ど
も
・
子

育
て
課
さ
い
Ｔ
39
・
２
３
９
３
、

各
支
所
地
域
振
興
・
市
民
生
活
課

（
栃
尾
支
所
は
地
域
振
興
課
）

●
公
営
住
宅
の
　
　
　
　
　
　
　

入
居
申
し
込
み
・
相
談

　
住
ま
い
に
困
っ
て
い
る
所
得
の

少
な
い
人
に
、
市
営
住
宅
や
県
営

住
宅
な
ど
を
、
低
家
賃
で
賃
貸
し

ま
す
。

問
生
活
支
援
課
市
営
住
宅
相
談
室

ア
オ
Ｔ
39
・
２
２
２
９
、
各
支
所

地
域
振
興
・
市
民
生
活
課
（
栃
尾

支
所
は
市
民
生
活
課
）

●
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
情
報

の
通
知
を
送
り
ま
す

　
安
心
し
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
保
険
証
と
し
て
利
用
し
て
も

ら
う
た
め
、
加
入
者
情
報
の
通
知

を
10
月
中
に
特
定
記
録
郵
便
で
送

り
ま
す
。

問
国
保
年
金
課
国
保
保
険
料
担
当

ア
オ
Ｔ
39
・
２
２
２
０

▶みっそん

通
知
に
は
、
加
入
者
の
氏

名
や
個
人
番
号
の
下
４
桁

な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る

よ
。
間
違
い
が
な
い
か
確

認
し
て
ね
。
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施　設　名
（長岡局番0258） 診療科目 受付時間 診　療　曜　日

日・祝 月～金 土
中越こども
急患センター
Ｔ86・5099

小児科
（中学生まで）

午後６時45分～
　　９時30分 ― ● ●

休日・夜間
急患診療所
Ｔ37・1199

内　科 午後６時45分～
　　９時30分 ― ● ―

内　科
小児科
外　科

午前９時～11時30分、
午後１時～４時30分 ● ― ―

休日急患
歯科診療所
Ｔ33・9644

歯　科 午前９時～11時30分、
午後１時～３時30分 ● ― ―

急患診療のお知らせ
　診療時間外などに具合が悪くなったときにご
利用ください。なお、感染症の院内感染を防ぐ
ため、必ずマスクを着用してください。また、
歯科を受診する場合は、必ず電話で相談してく
ださい。診療費の支払いは現金のみです。
場さいわいプラザ１階　持マイナンバーカード
（保険証）、医療費助成の受給者証（ある人）
※産婦人科は在宅当番医制です（日曜・祝休日
のみ）。お問い合わせは休日・夜間急患診療所
Ｔ37・1199へ

救急車？病院に行く？
迷ったら…
夜間に電話で
相談できます

いずれも午後６時～翌午前８時
県救急医療電話相談（15歳以上）#7119
ＩＰ電話などはＴ025・284・7119
県小児救急医療電話相談（14歳以下）#8000
ＩＰ電話などはＴ025・288・2525

自分で病院に行ける救急患者は、
当番病院を以下で確認してください
●休日・夜間急患診療所Ｔ37・1199
　（受付時間のみ）
●市消防本部Ｔ36・0119

❶市・県民税（３期）
❷国民健康保険料(４期)
❸後期高齢者医療保険料（７期）
❹介護保険料（７期）
※スマートフォン決済が便利です

納期限は10月31日㈭です

問市給付金専用コールセンターＴ39・2347
　給付金を受け取るための必要書類は期限（消印有
効）までに提出してください。

● 令和６年度から新たに住民税非課税または住民税
均等割のみ課税となった世帯への給付金

　 ※令和６年６月４日～10月31日に生まれた子のこ
ども加算は11月15日㈮（消印有効）まで

● 定額減税しきれないと見込まれる人への調整給付金

手続きは
10/31㈭までに

物価高騰対応
重点支援給付金

雪が降る前に申請を！
除雪費を支援

❶町内会・自主防災会などのみなさんへ
　除雪機燃料費を補助します
　来年３月末までに、町内会などが利用する除雪機
の燃料費相当額を補助します。
対象団体＝町内会、自主防災会、ＰＴＡなど　対象
事業＝集会所などの公共的な敷地、通学路・生活道
路、地域の危険箇所など（個人敷地や集合住宅の駐
車場は除く）で、除雪機を使用した除雪作業　対象
除雪機＝対象団体や個人の所有、レンタル、リース　
補助額＝作業１時間当たり500円（期間内の上限額
30万円）　申除雪作業前に、長岡地域は道路管理課
市セＴ39・2232、その他の地域は各支所地域振興・
市民生活課（栃尾支所は地域振興課）へ

❷12月11日㈬までに登録を！
　要援護世帯へ雪下ろし費用を
　助成します
対次の全てを満たす世帯①世帯全員
の市民税が均等割のみ課税または非
課税（他世帯の税法上の扶養に入っている場合を除
く）②高齢者・障害者・母子世帯のいずれか③親族
（別居も含む）から労力および経済的援助が受けら
れない　申地区の民生委員・児童委員　問福祉総務
課アオＴ39・2217、各支所地域振興・市民生活課
（栃尾支所は市民生活課）

あなたの思いを
長岡の未来に
市総合計画策定委員募集

　これからの長岡市のまちづくりの指針となる新
たな総合計画を令和８年３月に策定します。
対10月１日現在、市内に住む18歳以上で、平日に
６回程度開催する会議に出席できる人　定２人
（公募以外は23人程度）　任期＝11月～令和８年
３月　報酬＝会議１回につき9,100円　選考方法
＝書類審査、面接　選考結果＝11月上旬に通知　
申10月23日㈬（必着）までに、市ホームページ、
アオーレ長岡情報ラウンジ、各支所にある申込書
を〒940－8501大手通１－４－10政策企画課アオ
（Ｔ39・2204）、Ｅメールinfo@city.nagaoka.lg.
jpへ

児童手当の制度が変わります
手続きをお忘れなく
問子ども・子育て課さいＴ39・2355

10/31㈭
まで

　10月から支給額などが拡充されます。
申請が必要な人には９月末までに案内を
送付済みです。案内が届いていない場合
はご連絡ください。

対次のいずれかに該当する人
①大学生年代までの子を３人以上養育している人
②高校生年代の子のみ養育している人
③所得制限により、これまで支給対象外だった人　
④ 算定児童に登録のない高校生年代までの子を養育　

している人　※中学校卒業まで市から支給があっ　
た子は原則登録済み

▶詳しくはこちら

長岡市職員の給与の状況
　市では、人事や給与の透明性・公正性を高めるため、
毎年10月に給与などのあらましを公表しています。
問人事課アオT39・2201

１　人件費の状況（令和５年度普通会計決算）
２　職員給の状況（令和５年度普通会計決算）

 　給与、任用、服務など人事行政の詳細は、情
報公開コーナー（アオーレ長岡東棟３階）、各
支所地域振興・市民生活課（栃尾支所は地域振
興課）、市ホームページで。

給料
77億4,827万円
（62.7％）

（12.6％）

職員手当
15億5,568千円

期末・勤勉手当
30億5,320万円

（24.7％）

注1）会計年度任用職員を除く一般職の職員給です
注2）職員1人当たり給与は年額約583万円です
注3）�職員手当には、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間

外勤務手当などが含まれます
注4）�期末・勤勉手当の支給割合は、年間4.5月分（6月期

2.2月分、12月期2.3月分）です

歳出額
1,371億
4,770万円

人件費
204億
5,977万円
（14.9％）

注）�人件費には、一般職および特別職の給料、報酬、
諸手当や共済費などが含まれます

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kosodate/cate01/child-allowance/amendment-r06.html

